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　「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府【防災担当】）が改定され、「住民は、自らの命は自らが守る意
識を持ち、自らの判断で避難行動をとる」との方針が示されました。この方針に沿って町や気象庁等から発
表される防災情報を用いて、住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、６月から、５段階の警
戒レベルを明記した防災気象情報を提供することとなりました。

警戒レベル 住民がとるべき行動 避難情報等

警戒レベル5

警戒レベル4
全員避難

警戒レベル3
高齢者等は避難

警戒レベル2

警戒レベル1

既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

速やかに避難先へ避難しましょう。
公的な避難場所までの移動が危険と思われ
る場合は、近くの安全な場所や、自宅内の
より安全な場所に避難しましょう。

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障が
いのある方、乳幼児等）とその支援者は避
難をしましょう。その他の人は、避難の準
備を整えましょう。

避難に備え、ハザードマップ等により、自
らの避難行動を確認しましょう。

災害への心構えを高めましょう。

災害発生情報
〈町が発令〉

避難勧告
避難指示（緊急）

〈町が発令〉

避難準備・
高齢者等避難開始

〈町が発令〉

洪水注意報
大雨注意報等

〈気象庁が発令〉

早期注意情報
〈気象庁が発令〉

【警戒レベル相当情報（例）】

警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報
大雨特別警報   　　  等

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　等

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報
洪水警報　　　　　等

これらは、住民が自主的
に避難行動をとるために
参考とする情報です。

（
国
土
交
通
省
、
気
象
庁
、
都
道
府
県
が
発
表
）

＜防災気象情報＞＜避難情報等＞

【警戒レベル３】 や 【警戒レベル４】 で、
地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難しましょう。

　町が発令する避難情報等は、同報系防災行政無線の屋外スピーカーや戸別受信機から放送するとともに、
各連携先の「町ホームページ」「すぐメール」「ツイッター」「坂城町防災ＷＥＢ」「上田ケーブルビジョンの
Ｌ字放送」「緊急速報メール」に配信します。また、警報級以上の防災気象情報については、気象庁からの
発表に伴い、Ｊアラートから自動的に同報系防災行政無線を通じてお知らせします。（情報の危険度によって
配信先が変わります。）

◎問い合わせ先　企画政策課まち創生推進室　☎82－3111（内線 223）　直通 75－6211
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　近年、地震や集中豪雨などの大規模な自然災害が多く発生し、甚大な被害がもたらされています。この
ような自然災害による被害を最小限にとどめるためには、私たち一人ひとりが災害・防災に対する知識を
深め、食料品などの備蓄や避難場所・避難経路の確認を行うなど、日頃からの備えが必要です。また、地
域のつながりや助け合いといったネットワークづくりも、災害発生時において重要となってきます。
　町では、下記のとおり防災訓練を行います。いざという時に備えて、積極的に参加しましょう。都合に
より参加できない方や対象地区以外の方も、この機会にハザードマップ等を再確認し、ご家族や周りの方
と防災について話し合いをしましょう。

総合防災訓練

　
当
日
は
、訓
練
用
の
情
報
を
、防
災
行

政
無
線（
同
報
系
）の
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー

及
び
戸
別
受
信
機
か
ら
放
送
す
る
と
と

も
に
、防
災
W
E
B
、す
ぐ
メ
ー
ル
、ツ

イ
ッ
タ
ー
、上
田
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
の

L
字
放
送
に
配
信
す
る
ほ
か
、左
記
時

間
帯
に
は
町
に
滞
在
す
る
方
に
向
け
て

緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
配
信
し
ま
す
。

・
午
前
７
時
30
分
〜
45
分
頃

※
緊
急
速
報
メ
ー
ル
は
、マ
ナ
ー
モ
ー
ド

で
も
警
告
音
が
鳴
り
ま
す
。鳴
ら
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、携
帯
電
話
の

電
源
を
お
切
り
く
だ
さ
い
。

日
時
　
９
月
１
日（
日
）

　
　
　
午
前
７
時
30
分
〜

場
所
　
南
条
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　　
及
び
体
育
館

対
象
　
南
条
地
区

訓
練
内
容

　
大
規
模
な
地
震
災

害
が
発
生
し
た
こ
と

を
想
定
し
た
避
難
訓
練

の
ほ
か
、
住
民
の
皆
さ
ん
に

も
ご
参
加
い
た
だ
く
各
種

訓
練
を
行
い
ま
す
。

◎問い合わせ先　住民環境課生活安全係　☎82－3111（内線 124）直通 75－6204　

対象地区の世帯には、訓練内容を記載したチラシを
配布していますので、ご覧ください。

毎年８月30日～９月５日は防災週間です
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　８月１日から、後期高齢者医療保険の保険証が新しくなりました。
医療機関などで受診するときは、新しい保険証をお使いください。保
険証は７月下旬に郵送しましたので、住所・自己負担割合などの記載
内容をご確認いただき、誤りがありましたら福祉健康課保険係へご
連絡ください。
　古い保険証は８月１日以降使えませんので、役場へ返却していた
だくか、各自で破棄するなど必ず処分してください。新しい保険証の
色は「桃色」に変更となりました。

後期高齢者医療保険の新しい保険証は桃色です

◎問い合わせ先　福祉健康課保険係　☎82－3111（内線133）直通75－6205

重　　要 転 送 不 要

料 金 後 納
郵 便

大切なお知らせです。
必ず開封し、確認してください。

〒380-0935
長野市大字中御所79-5　NOSAI長野開館２階
TEL(026)229-5320㈹　FAX(026)228-1850
http://www.koukikourei-nagano.jp/

▼このクリーム色の封筒で届きます

▶
保
険
証
の
見
本

後期高齢者医療被保険者証
有 効 期 限 令和　２年   ７月３１日

被保険者番号

住 所

氏 名

生年月日

発効期日

一部負担金
の 割 合

保険者番号 保険者名

資格取得年月日

交付年月日

性 別

1 2 3 4 5 6 7 8
埴科郡坂城町大字◯◯◯◯◯番地◯◯

坂 城　太 郎
昭和　５年   ８月２０日
平成２０年   ４月　１日

1割

3 9 2 0 5 2 1 6

平成２０年   ４月　１日
令和　元年   ８月　１日

長野県後期高齢者医療広域連合
長野県後
期高齢者
医療広域
連合之印

男

　国民健康保険（以下…国保）に加入するときや、やめるときは、届出が必要となります。国保から社会保険（以下…社
保）への異動、社保から国保への異動は、忘れずに届出をお願いします。

　届出日ではなく、加入資格が発生した日（転入日または社
会保険資格喪失日など）までさかのぼり、保険税を納めること
になります。その間、保険証がないと、医療費は全額自己負担
になります。

【国保加入に必要なもの】
　・社会保険資格喪失証明書等（離職票ではありません）　
　・印鑑

加入の届出が遅れると…

　災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下に
なった場合は、申請により、窓口での支払額の減免や徴収猶
予が認められる場合がありますので、ご相談ください。

喪失の届出が遅れると…

　８月１日から、70歳以上75歳未満の方の
高齢受給者証が新しくなりました。該当され
る方には、７月下旬に新しい受給者証を郵
送しましたので、８月以降に病院や薬局に
行くときは、保険証と新しい高齢受給者証を
忘れずにお持ちください。

　社保等に加入した際の「加入日」は、皆さんの
お手元に社保保険証が「届いた日」ではなく、保
険証に記載された「資格取得年月日」です。国保
の資格喪失は、社保等の資格取得年月日が基準
となります。
　この切替え手続きの間に医療機関で受診する
際は、必ず医療機関に手続き中であることを伝え
てください。社保資格取得日以降に国保の保険
証で受診した場合、国保で負担した医療費は返
還していただくことになります。

医療費の一部負担金の減免について

保険切替え手続き中の受診について

　社保などに加入した場合、国保に届出がないと、喪失状況
が分からず、保険税の課税が続きます。

【国保喪失に必要なもの】
　・新しい社保等の保険証または資格取得証明書等
　・国保の保険証　　　　・印鑑

　医療費が高額になる場合、医療機関に提示することで窓口での支払額を限度額までにするための「限度額適
用認定証」の有効期限は、毎年７月31日までとなっています。８月以降に引き続き認定証が必要な場合は、忘れ
ずに役場福祉健康課にて交付申請をお願いします。

高齢受給者証が更新に

限度額適用認定証の申請をお忘れなく
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児童扶養手当「現況届」

　児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親の方に対し、令和元年度に臨時・特別措置として給付
金が支給されます。

※各種手当については、新規で受給したい方や現在手当を受給していて状況が変化した方などからの相
談を随時受け付けていますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

未婚のひとり親の方へ

支 給 額 17,500円

　毎年、児童扶養手当を受給している方は「現況届」、特別児童扶養手当を受給している方は「所得状
況届」、特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方は「現況届」と「生計維持関係等申出書」
の提出が必要です。受給者の皆さんには届出書類を送付しますので、期限までに提出をお願いします。

届出期間 ８月１日（木）～９月２日（月）　※土・日曜日・祝日を除く

受給対象者 ひとり親家庭など（父または母が重度の障がいがある場合を含む）で18歳未満の児童を養育
している方
※児童扶養手当受給から５年を経過された方には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事
由届出書」を送付してあります。該当される方は、あわせて提出してください。

特別児童扶養手当　「所得状況届」

届出期間 ８月９日（金）～９月11日（水）　※土・日曜日・祝日を除く

受給対象者 20歳未満で精神、又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父もしくは
母、又は父母に代わって児童を監護している方

特別障害者手当・障害児福祉手当　「現況届」と「生計維持関係等申出書」

届出期間 ８月９日（金）～９月11日（水）　※土・日曜日・祝日を除く

受給対象者 (1)特別障害者手当　日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障がい者
　　　　　　　　   （障がいを重複して有する方）
(2)障害児福祉手当　日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の重度障がい児

◎問い合わせ先　福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線136）直通75－6205

申請期間 令和元年８月１日（木）～12月２日（月）

支給時期 令和２年１月児童扶養手当支払日と同日に支給

対 象 者 婚姻（法律婚）をしたことがない方で、児童扶養手当の支給を受けている方
※過去に婚姻したことがある方や、離婚後、未婚で出産した場合は、婚姻歴
有りとなるため、本給付金の対象とはなりません。

　上記に該当し、児童扶養手当の現況届の手続きを行う方は、現況届の手続きの際、給付金の申請受付
も同時に行います。新たに児童扶養手当の手続きを行う方は個別にご相談ください。
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坂城テクノセンター　大研修室

◎問い合わせ先 　（公財）さかきテクノセンター　☎82－0001
　　　　　　　　　　　　FAX：82－0002　e-mail：techno@sakaki-tc.or.jp

　公益財団法人さかきテクノセンターは、今年４月から前長野県工業技術総合センター所長が新セ
ンター長に就任し、新体制でスタートしました。新元号「令和」のスタートにあたり、今回の坂城
経営フォーラムでは、新センター長が長年、県工業技術総合センターで企業支援をされてきた経験
をもとにお話しいただきます。
　長野県産業の基盤技術の一つである精密金型や精密プレス加工などの塑性加工分野を中心に、当
時の地域産業が抱える技術課題に対して、いち早くコンピュータ技術を用いた CAD/CAE 技術の活用
と普及を目指したものづくり支援により、中小企業の基盤技術力向上に努めてこられ、これら多く
の支援事例から、企業の強みである基盤技術力向上に取り組まれた内容についてお話しいただきます。
また、最近の県工業技術総合センターの取り組みについてもご紹介いただきます。
　企業経営者や関係者の皆さんなど、大勢の方のご参加をお待ちしています。

令和元年度第１回坂城経営フォーラム

８月21日（水）午後３時～４時30分

公益財団法人さかきテクノセンター

講 師

場 所

日 時

主 催

無料聴講料

工藤 誠一 氏
公益財団法人

さかきテクノセンター
センター長

◎問い合わせ先　商工農林課商工観光係　☎82－3111（内線 153）　直通 75－6207 

　町では、令和元年10月から予定されている消費税率10％への引き上げによる消費に与える影響を緩和す
るとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、町民税が非課税世帯の方と子育て世帯の方を対
象にプレミアム付商品券の販売を行います。（広報さかき６月号、７月号もあわせてご覧ください。）

　商品券の購入対象要件に該当すると思われる方に、順次「商品券購入引換券交付申請書」を郵送しま
すので、必要事項を記入し、役場商工農林課までご提出ください。３歳未満のお子さんがいる世帯主の
方は、引換券の交付申請は不要となり、直接「商品券購入引換券」が郵送されます。

　配偶者からの暴力を理由に、他の市町村から住民票を異動せずに現在坂城町にお住まいの方は、坂城
町で申請を受け付けることができる場合もありますので、下記までお問い合わせください。

　商品券を販売するために、町職員が手数料の振込みなどを求めることは絶対にありません。また、銀
行や郵便局、コンビニエンスストアのATM操作をお願いすることも絶対にありません。

　商品券をお取扱いいただくためには、店舗ごとに事前登録が必要になります。詳細等については、下
記または商工会（℡82－3351）までお問い合わせください。
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保健センター

☎82－3111（内線
511）

直通75－6230
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・
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い
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、
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筒
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エ
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ン
の
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の
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い
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所
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・
衣
服
を
ゆ
る
め
、
濡
れ
タ
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ル
や
保

冷
剤
な
ど
で
首
・
脇
の
下
・
足
の
付

け
根
を
冷
や
し
ま
し
ょ
う
。

・
意
識
が
な
い
、
自
力
で
水
が
飲
め
な

い
、
自
力
で
動
け
な
い
な
ど
の
場
合

は
、
す
ぐ
に
救
急
車
を
呼
び
ま
し
ょ

う
。

　この補助金は、坂城町を広くＰＲできる商品の開発、またはその販売の取組みを支援し、さかきブランドの創
出を図るものです。
　７月１日（月）に事業審査会を開催し、申請者によるプレゼンテーション及び書類審査により、下表のとおり補
助金の交付が決定しました。

申 請 者 内 容 交付決定額

◎問い合わせ先　商工農林課農業振興係　☎82－3111（内線152）　直通75－6207

事 業 費事 業 名

坂城葡萄酒醸造
株式会社

494,400円

町内りんご農家のシナノゴールドを使
い、醸造した林檎酒の商品化。また、こ
の林檎酒を贈答用として利用するための
包装袋を作製。

坂城産シナノゴー
ルドを使った林檎
酒の商品化

塩野入　梓

440,000円

自家栽培のハーブと伝統野菜のねずみ大
根の葉を使ったハーブベジソルトの商品
化。また、自家栽培ハーブのハーブボト
ルの商品改良。

ハーブベジソル
ト・ハーブボト
ルの改良

200,000円

200,000円

令和元年度

77



　婚活イベントに参加する際のポイントなど、婚活のスキルをシーン別に学びます。
日時：９月11日（水）　　　　　　　　場所：喫茶CHOUCHOU（長野市役所第一庁舎１階）
　　　午後７時30分～９時30分　　
対象：長野圏域（長野市・須坂市・千曲市・坂城町・高山村・信濃町・小川村・飯綱町）在住・在勤

の25～39歳の独身男性
定員：50人程度（先着順）　　　　　　参加料：無料（軽食、ドリンク付き）
申込方法：事前に、結婚応援ポータルサイト「ご縁ながの・ココカラ」内の申し込みフォームから

お申込みください。
※下記掲載の「移住婚活ツアー」へ参加を希望しない方も参加できます。　

　　　　　　◎問い合わせ先　・福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線132）　直通75－6205
　　　　　　　　　　　　　　・㈱共立プランニング　☎026－238－8860

　
町
で
は
、移
住
定
住
を
促
進
す
る

た
め
、今
年
度
か
ら
県
と
共
同
で
、東

京
圏（
東
京
都
、神
奈
川
県
、埼
玉
県

及
び
千
葉
県
）、愛
知
県
ま
た
は
大
阪

府
か
ら
町
内
に
移
住
し
、県
が
開
設

す
る
求
人
掲
載
サ
イ
ト
（
以
下
、

「
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
」）の
求
人
に
応

募
し
て
採
用
さ
れ
た
方
に
、移
住
支

援
金（
最
大
１
０
０
万
円
）を
支
給
す

る
制
度
を
開
始
し
ま
す
。

　
こ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
に
、求
人

広
告
を
掲
載
す
る
企
業
等
を
募
集
し

て
い
ま
す
。（
掲
載
費
は
無
料
で
す
。）

　
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
に
求
人
を
掲

載
す
る
企
業
等
は
、次
に
掲
げ
る
要

件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
企
業
等

と
な
り
ま
す
。

①
官
公
庁
等
で
な
い
こ
と

②
資
本
金
又
は
出
資
金
の
額
が
10
億

円
以
上
の
法
人
で
な
い
こ
と

③
み
な
し
大
企
業
で
な
い
こ
と

④
本
社
所
在
地
が
長
野
県
内
に
あ
る

法
人
で
あ
る
こ
と

⑤
雇
用
保
険
の
適
用
事
業
主
で
あ
る

こ
と

⑥
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の

適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
定
め

る
風
俗
営
業
者
で
な
い
こ
と

⑦
暴
力
団
等
の
反
社
会
的
勢
力
ま
た

は
反
社
会
的
勢
力
と
関
係
を
有
す

る
法
人
で
な
い
こ
と

⑧
県
税
の
未
納
が
な
い
こ
と

　
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る

求
人
は
、次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
求
人
と
な
り
ま

す
。

①
雇
用
形
態
は
、週
20
時
間
以
上
の

無
期
雇
用
で
あ
る
こ
と

②
勤
務
地
は
、東
京
圏
以
外
の
地
域

で
あ
る
こ
と

③
長
期
雇
用
を
前
提
と
す
る
求
人
で

あ
る
こ
と

　
そ
の
他
、登
録
申
請
方
法
や
提
出

書
類
に
つ
い
て
は
、左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課
企
画
調
整
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
２
２
４
）

　
直
通
７
５―

６
２
１
１

対
象
法
人
の
要
件

　長野圏域内を周遊し、自然や食などの地域の魅力を満喫しながら、異性と出会う１泊２日の体験
ツアーを開催します。
日程：10月12日（土）～13日（日）【１泊２日】　行き先：長野圏域内を周遊（長野市・須坂市・高山村）
対象：25～39歳の独身者（男性は長野圏域在住・在勤の方、女性は長野圏域外在住・在勤の方）
定員：男性20人（多数の場合は抽選）　　　       参加料：10,000円
申込方法：９月16日（月・祝）までに、結婚応援ポータルサイト「ご縁ながの・ココカラ」内にある

日本旅行ホームページ内の申し込み専用URLからお申込みください。
※男性参加者は、上記掲載の「婚活カフェ」の参加者を優先します。

　　　　　　◎問い合わせ先　・福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線132）　直通75－6205
　　　　　　　　　　　　　　・㈱共立プランニング　☎026－238－8860

求
人
の
要
件
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平成５年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた方で、学校教育法
による４年生大学以上を卒業、または令和２年３月までに卒業見込みの方。

区 分 採用予定人員 資 格

大学卒 行   政
（新卒）

受 験 資 格

受 験 手 続 き

◎問い合わせ先　〒389－0692  長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地　坂城町役場総務課総務係
　　　　　　　　☎0268－82－3111（内線212）　直通0268－75－6210　Ｅメール soumu@town.sakaki.nagano.jp

試験の方法及び内容

結果発表・採用

若干名

行   政
（社会人）

行政【土木】
（新卒）

・令和２年４月１日時点で坂城町に住所登録がされている方とします。
・次のいずれかに該当する方は受験できません。
　１）日本の国籍を有しない方　２）地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する方

受験申込書及び履歴書
・郵便で請求する場合は、封筒の表に「坂城町職員募集要項 請求」と朱書し、92円切手を貼ったあて先明記

の返信用封筒を同封して坂城町役場総務課総務係へ郵送してください。
　※町ホームページ（http://www.town.sakaki.nagano.jp/）にも募集要項・受験申込書・履歴書を掲載します。
・受験申込書及び履歴書に、本人が必要事項を記入し、坂城町役場総務課総務係（庁舎２階）に持参、または

郵送してください。
（受験申込書及び履歴書に記載された個人情報は適正に管理し、職員採用試験のみに使用します。）
受付期間　令和元年８月１日（木）～８月16日（金）
受付時間　平日午前８時30分～午後５時15分　※郵送の場合は、８月16日の消印のあるものまで有効
受 験 票　受付期間終了後に郵送します。９月６日（金）までに届かない場合は、お問い合わせください。
　　　　　なお、受験票には履歴書と同一の写真を貼付してください。

昭和58年４月２日以降に生まれた方で、大学卒業程度の学力を有し、企業
などで１年以上の勤務経験がある方。

昭和58年４月２日以降に生まれた方で、４年生大学または高等専門学校の
土木の専門課程を卒業、または令和２年３月までに卒業見込みの方。

昭和58年４月２日以降に生まれた方で、４年生大学または高等専門学校の土木の
専門課程卒業程度の知識を有し、土木技術者として１年以上の勤務経験がある方。

昭和58年４月２日以降に生まれた方で、管理栄養士の資格を有する方、ま
たは令和２年４月１日までに確実に取得できる見込みの方。

昭和58年４月２日以降に生まれた方で、大学卒業程度の学力及び管理栄養
士の資格を有し、管理栄養士として１年以上の勤務経験がある方。

行政【土木】
（社会人）

管理栄養士
（新卒）

管理栄養士
（社会人）

大学卒
程 度

大学・
高専卒

大学卒
程 度

第１次試験　日時：令和元年９月22日（日）午前10時（受付開始：午前９時30分）　場所：坂城町役場

第２次試験　日時・場所は、10月中旬までに第１次試験合否通知書で通知します。
　　　　　　最終学校卒業（または見込み）証明書、同校成績証明書の提出を求めます。
　　　　　　面接試験：個別面接による試験　　作文試験：一般事項などについての作文試験
　　　　　　資格検査：受験資格の有無及び受験申込書記載事項の真否についての調査

結果発表　第２次試験の結果は12月中旬頃までに通知します。
採　　用　最終合格者（第２次試験合格者）は、令和２年４月１日以降に採用する予定です。ただし管理栄養

士は、管理栄養士の資格を取得できなかった場合は採用しません。また、採用後の健康管理の参
考とするため、健康診断書（様式指定・医療機関で受検）の提出を求めます。

教養試験（新卒の方）、社会人基礎試験（社会人の方）、専門試験（行政・行政【土木】・管理栄養士）、各種検
査（全試験区分）を実施します。詳しい内容は、町ホームページをご覧ください。

大学・
高専卒

程度
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　令和元年10月１日からの消費税率改定にあわせ、町施設の使用料等の改定を行いますので、ご理解
をお願いします。なお、びんぐし湯さん館など、指定管理者が管理運営する施設の使用料等の改定に
ついては、各施設の指定管理者よりお知らせがされる予定です。

午前（午前9時～正午）

午後（正午～午後5時）

夜間（午後5時～10時）

昼間（午前9時～午後5時）

昼夜（正午～午後10時）

全日（午前9時～午後10時）

午前（午前9時～正午）

午後（正午～午後5時）

夜間（午後5時～10時）

昼間（午前9時～午後5時）

昼夜（正午～午後10時）

全日（午前9時～午後10時）

午前（午前9時～正午）

午後（正午～午後5時）

夜間（午後5時～10時）

昼間（午前9時～午後5時）

昼夜（正午～午後10時）

全日（午前9時～午後10時）

午前（午前9時～正午）

午後（正午～午後5時）

夜間（午後5時～10時）

昼間（午前9時～午後5時）

昼夜（正午～午後10時）

全日（午前9時～午後10時）

改定後項 目

●坂城町隣保館

770円

1,320円

1,320円

2,080円

2,640円

3,410円

550円

880円

880円

1,420円

1,760円

2,310円

220円

380円

440円

600円

820円

1,030円

160円

270円

320円

440円

600円

770円

●し尿・家庭雑排水汚泥処理

午前（午前9時～正午）

午後（正午～午後5時）

夜間（午後5時～10時）

昼間（午前9時～午後5時）

午前（午前9時～正午）

午後（正午～午後5時）

夜間（午後5時～10時）

昼間（午前9時～午後5時）

午前（午前9時～正午）

午後（正午～午後5時）

夜間（午後5時～10時）

昼間（午前9時～午後5時）

午前（午前9時～正午）

午後（正午～午後5時）

夜間（午後5時～10時）

昼間（午前9時～午後5時）

改定後項 目

●坂城町ふれあいセンター

改定後項 目

●学校施設の開放

冷暖房使用

上記以外

特に認めた者

町内の事業所

町内一般者

単位

1,000円

1,670円

1,670円

2,550円

500円

830円

830円

1,210円

330円

550円

550円

800円

500円

830円

830円

1,210円

20歳以上の者１人
につき

1回

時間

200円

教養娯楽室

機能回復
訓練室

研修室
1・2

調理実習室

男女浴室・
障害者浴室

暖房使用料１基

単位

30分

30分

時間

時間

時間

710円

510円

無   料

1,880円

1,880円

町内の公共的団体・
社会教育団体

町外の公共的団体・
社会教育団体

町 内 一 般 者と町 外
一般者の共同使用

30分

30分

時間

南条小学校
特別教室

小中学校
体育館

坂城中学校
特別教室

村上小学校
グランド

照明使用料

200円

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

改定後項 目

一般料金

付加40m～60m

付加61m～

100ℓ未満の浄化槽

100～149ℓ

150～199ℓ

200～249ℓ

単位

250ℓ～（50ℓ増す
ごとに加算）

し尿処理

家庭雑排水

18ℓ

1件

1件

1基

1基

1基

1基

128円

145円

292円

1,560円

1,780円

1,980円

2,200円

310円－

現行

126円

143円

287円

1,540円

1,750円

1,950円

2,160円

310円

小会議室（和室）

料理教室

教養娯楽室

【冷暖房使用なし】

大会議室

【冷暖房使用】

大会議室

【冷暖房使用なし】

小会議室（和室）

料理教室

教養娯楽室

【冷暖房使用】

740円

1,260円

1,260円

1,990円

2,520円

3,260円

530円

840円

840円

1,360円

1,680円

2,210円

210円

370円

420円

580円

790円

990円

160円

260円

310円

420円

580円

740円

現行

960円

1,600円

1,600円

2,440円

480円

800円

800円

1,160円

320円

530円

530円

770円

480円

800円

800円

1,160円

現行

200円

100円100円

現行

時間

時間

照明使用料

照明使用料

700円

500円

無   料

1,800円

1,800円

200円

1,200円

1,800円

2,400円

210円

210円

1,250円

1,880円

2,510円
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改定後項 目

●坂城町中心市街地コミュニティセンター

多目的ホール

交流ホール

会議室１・２

改定後項 目

●びんぐしの里公園

一般

中学生以下

照明使用料

照明使用料

一般

中学生以下

改定後項 目

●和平公園

日帰り

宿泊

日帰り

宿泊

日帰り

宿泊

改定後項 目

●坂城町文化の館

改定後項 目

●坂城町文化センター

改定後項 目

●文化センター体育館

休日

平日

高校生・一般

中学生以下

冬季（11月～3月）

バトミントン・卓球

改定後項 目

●坂城町武道館

休日

平日

高校生・一般

中学生以下

改定後項 目

●坂城町運動場

特に認めた者

町内の事業所

町内一般者

町外一般者

施設使用料

単位

冷暖房料

器具備品
使用料

夏季（7～9月）・冬季
（11～3月）

時間

時間

時間

時間

680円

410円

310円

200円

テニス
コート場

野外
ステージ

屋内ゲート
ボール場

テニス用具
使用（一式）

控室使用の場合1室
につき加算

時間

時間

時間

時間

4時間

4時間

1回

1回

時間

620円

310円

410円

810円

2,090円

1,040円

200円

100円

100円

単位

山の家
（一般）

山の家
（中学生以下）

バンガロー

毛布貸出

人

人

人

人

棟

棟

枚

100円

210円

50円

160円

1,570円

3,140円

100円

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

一式

単位

210円

160円

360円

210円

160円

100円

310円

310円

第一研修室

茶室

展示室

創作室２

第ニ研修室

野だて室

創作室１

茶道具

単位

大会議室

中会議室

クラブ室２

冬季暖房料
（休日に大会議室で暖房使用する場合のみ）

時間

時間

時間

時間

830円

410円

160円

210円

改定後

●シンフォニックヤード
項 目 単位

野外ステージ 620円時間

単位

専用する
場合

専用しない
場合

電気料

暖房料

器具等の
加算

時間

時間

時間

時間

時間

時間

一式

2,610円

2,090円

100円

50円

940円

1,570円

200円

単位

専用する
場合

専用しない
場合

電気料

時間

時間

時間

時間

時間

1,040円

830円

100円

50円

520円

単位

町内の公共的団体・
社会教育団体

町外の公共的団体・
社会教育団体

町 内 一 般 者と町 外
一般者の共同使用

文化センターグランド

鼠橋運動公園運動場

坂城町運動公園運動場

坂城町運動公園野球場

文化センター
グランド

照明使用料

時間

時間

時間

時間

時間

無   料

3,140円

3,140円

9,420円

4,000円

町施設の使用料等が変わります

ビデオプロジェクター

現行

日

650円

400円

300円

200円

210円

200円

単位 現行

600円

300円

400円

800円

2,000円

1,000円

200円

100円

100円

現行

600円

現行

100円

200円

50円

150円

1,500円

3,000円

100円

200円

150円

350円

200円

150円

100円

300円

300円

現行

和室・相談室・クラブ室１

時間

現行

800円

400円

150円

1,570円1,500円

200円

現行

2,500円

2,000円

100円

50円

900円

1,500円

200円

520円500円バレーボール・バス
ケットボール 一式

現行

1,000円

800円

100円

50円

500円

現行

時間

時間

時間

時間

時間

時間

無   料

3,000円

3,000円

9,000円

3,000円

2,000円

700円

500円

500円

700円

4,190円

3,140円

2,090円

730円

520円

520円

730円
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納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融
機

関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。（
介
護
保
険
料
は
コ
ン
ビ

ニ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。）

　
口
座
振
替
は
、９
月
２
日（
月
）に

指
定
口
座
か
ら
振
替
を
し
ま
す
の
で
、

振
替
日
前
日
ま
で
に
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
納
付
方
法
や
口
座
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、８
月
22
日（
木
）ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
は
次
の
期
か
ら
の
振
替
に
な
り

ま
す
。）

◎
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
収
納
推
進
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
４
２
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
６

　　
町
で
は
、高
齢
者
の
方
に
敬
老
の

意
を
表
し
長
寿
を
お
祝
い
す
る
た
め
、

毎
年
９
月
に
、該
当
さ
れ
る
方
に
敬

老
祝
い
を
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

該
当
者
　
次
の
(1)
も
し
く
は
(2)
に
該

当
し
、９
月
１
日
現
在
で
、町
内
に

住
所
を
有
す
る
方

(1)
今
年
度
99
歳
以
上
の
方

　（
大
正
10
年
３
月
31
日
以
前
生
ま

れ
の
方
）

(2)
今
年
度
88
歳
に
な
る
方

　（
昭
和
６
年
４
月
１
日
〜
昭
和
７

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方
）

※
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
福
祉
施
設

に
入
所
さ
れ
て
い
る
方
は
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

　
該
当
さ
れ
る
方
に
は
訪
問
日
時
な

ど
に
つ
い
て
個
別
に
通
知
を
し
ま
す

が
、要
件
に
該
当
す
る
方
で
８
月
中

に
通
知
の
届
か
な
い
方
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

◎
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
健
康
課
福
祉
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
３
６
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
５

　
保
健
セ
ン
タ
ー
に
献
血
バ
ス
が
来

ま
す
。輸
血
を
必
要
と
し
て
い
る
方

の
尊
い
命
を
救
う
た
め
、多
く
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
　
８
月
８
日（
木
）

　
　
　
午
後
１
時
15
分
〜
３
時

【
採
血
基
準（
全
血
献
血
４
０
０
ml
）】

・
年
齢
　
男
性
17
〜
69
歳

　
　
　  

女
性
18
〜
69
歳

※

65
〜
69
歳
の
方
は
、60
〜
64
歳
の

間
に
献
血
経
験
の
あ
る
方
に
限
り

ま
す
。

・
体
重
　
50 

kg 

以
上

　
他
に
血
圧
、血
色
素
量
、献
血
回
数

な
ど
の
基
準
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
５
１
１
）

　
直
通
７
５―

６
２
３
０

　
第
48
回
坂
城
町
文
化
祭
を
開
催

す
る
に
あ
た
り
、展
示
作
品
や
芸
能

公
演
の
出
演
者
を
募
集
し
ま
す
。皆

さ
ん
で
つ
く
る
文
化
祭
で
す
。日
頃
、

手
が
け
て
い
る
作
品
や
習
っ
て
い
る

歌
、踊
り
・
演
奏
な
ど
、こ
の
機
会
に

発
表
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

期
日
　
10
月
26
日（
土
）・
27
日（
日
）

会
場
　【
作
品
展
示
】

　
　
　
文
化
セ
ン
タ
ー
、文
化
セ
ン

タ
ー
体
育
館
、格
致
学
校

　
　
　【
芸
能
公
演
】

　
　
　
文
化
セ
ン
タ
ー（
大
会
議
室
）

　
　
　【
お
茶
席
】文
化
の
館

申
込
期
限
　
８
月
８
日（
木
）

※

代
表
者
会
議
が
９
月
３
日（
火
）午

後
７
時
か
ら
行
わ
れ
ま
す
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
町
公
民
館（
文
化
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎
８
２―

２
０
６
９

　　　
農
業
委
員
会
で
は
、８
月
中
旬
か

ら
下
旬
に
か
け
て
、町
内
全
農
地
を

対
象
と
し
た
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル（
利

用
状
況
調
査
）を
実
施
し
ま
す
。

　
農
地
の
利
用
状
況
の
把
握
と
遊
休

農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、違
反
転
用

対
策
等
の
た
め
、農
業
委
員
会
と
役

場
職
員
が
町
内
を
巡
回
し
調
査
し

ま
す
。遊
休
農
地
や
違
反
転
用
農
地

を
発
見
し
た
場
合
は
、土
地
の
所
有

者
等
に
対
し
指
導
を
行
い
ま
す
。

　
調
査
に
あ
た
り
、農
地
内
に
立
ち

入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
５
６
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
７

　
町
立
保
育
園
で
は
、時
間
外
保
育

士
を
募
集
し
ま
す
。か
わ
い
い
子
ど

も
た
ち
に
囲
ま
れ
て
保
育
を
し
て
み

ま
せ
ん
か
。年
齢
は
不
問
で
す
。

応
募
資
格

　
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
方

勤
務
内
容

　
町
内
３
保
育
園
の
時
間
外
保
育
士

勤
務
時
間

　
午
後
４
時
〜
７
時（
南
条
保
育
園

は
午
後
７
時
30
分
ま
で
）

※

勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

給
与
　
時
間
給
１
２
０
０
円

応
募
方
法

　
履
歴
書
を
坂
城
保
育
園
ま
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
保
育
園

　
☎
８
２―

２
１
１
１

　
町
の
児
童
館
で
は
、厚
生
員（
補
助

員
）を
募
集
し
て
い
ま
す
。

勤
務
内
容

◯
南
条
・
坂
城
・
村
上
の
各
児
童
館
の

厚
生
員（
補
助
員
）

◯
午
後
か
ら
夕
方
ま
で
の
勤
務
で
、

８
月
か
ら
３
か
月
間

募
集
期
間

　
８
月
１
日（
木
）〜
15
日（
木
）

※

詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
文
化
課
子
ど
も
支
援
室

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
２
５
３
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
９

町
県
民
税（
第
２
期
）

国
民
健
康
保
険
税（
第
２
期
）

介
護
保
険
料（
第
２
期
）

納
期
限
は
９
月
２
日（
月
）
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坂
城
男
女
共
同
み
ん
な
の
会
で
は
、

『
男
女
共
同
参
画
』を
テ
ー
マ
に
し
た

川
柳
を
募
集
し
ま
す
。

　
個
性
と
能
力
が
発
揮
で
き
、夢
や

可
能
性
に
誰
も
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き

る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向

け
、家
庭
や
職
場
・
学
校
な
ど
日
常
生

活
で
感
じ
た
こ
と
を
、五
・
七
・
五
に

託
し
て
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
方
法

　
持
参
・
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
で

次
の
こ
と
を
記
載
し
て
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。

①
川
柳（
一
人
３
句
以
内
）

②
住
所
・
連
絡
先
電
話
番
号

③
氏
名（
ふ
り
が
な
）、ペ
ン
ネ
ー
ム

は
７
文
字
以
内
で
お
願
い
し
ま

す
。本
名
も
必
要
で
す
。

応
募
期
間
　
８
月
26
日（
月
）ま
で

◎
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
男
女
共
同
み
ん
な
の
会
事
務

局（
隣
保
館
内
）

　
坂
城
町
大
字
坂
城
１
０
１
４
０―

２

　
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
８
２―

６
６
０
３

　
メ
ー
ル
：

　jinken@
tow
n.sakaki.nagano.jp

受
付
期
間

　
８
月
20
日（
火
）〜
29
日（
木
）

　※

た
だ
し
、24
日（
土
）を
除
く

受
付
場
所

　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社
３
階

募
集
団
地
等

　
８
月
上
旬
頃
か
ら
、長
野
県
住
宅

供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
課

　
☎
０
２
６―

２
２
７―

２
３
２
２

　
軽
減
税
率
制
度
は
、多
く
の
事
業

者
の
皆
さ
ん
に
影
響
の
あ
る
制
度
で

す
。も
う
準
備
は
お
済
み
で
す
か
。事

業
者
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
来
場
く

だ
さ
い
。

日
時

　
８
月
27
日（
火
）、28
日（
水
）、29
日（
木
）

　
①
午
後
１
時
〜
２
時
30
分

　
②
午
後
３
時
〜
４
時
30
分

会
場

　
上
田
税
務
署
別
館
２
階
会
議
室

当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

◯
軽
減
税
率
制
度
の
概
要（
対
象
品
目
、

帳
簿
・
請
求
書
の
記
載
方
法
等
）

◯
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
消
費
者
還
元
事
業

◯
軽
減
税
率
制
度
対
策
補
助
金

◯
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
概
要

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
上
田
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
☎
０
２
６
８―

２
２―

１
２
３
４

　　「
福
祉
の
職
場
を
詳
し
く
知
り
た

い
」ま
た
は「
就
職
を
考
え
た
い
」と

い
う
方
の
た
め
に
、福
祉
の
職
場
説

明
会（
職
場
や
仕
事
・
資
格
の
説
明
、

面
談
）を
行
い
ま
す
。福
祉
事
業
所
の

方
と
直
接
面
談
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。詳
し
く
は
、長
野
労
働
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、ま
た
は
長
野
県
福
祉
人

材
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

日
時
　
８
月
２
日（
金
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

会
場
　
メ
ル
パ
ル
ク
長
野

　
　
　（
長
野
市
鶴
賀
７
５
２
ー
８
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
篠
ノ
井

　
☎
０
２
６―

２
９
３―

８
６
０
９

　
・
長
野
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
６―

２
２
６―

７
３
３
０

◎問い合わせ先　住民環境課環境保全係
　　　　　　　　☎82－3111（内線125）
　　　　　　　　直通75－6204

●し尿収集の休業日
　８月10日（土）～８月18日（日）
　申込先：㈱アクティブ　☎82－3675

●家庭用雑排水汚泥収集の休業日
　８月10日（土）、11日（日）、12日（月）、14日（水）、15
日（木）、16日（金）、18日（日）
　申込先：㈱アスター　☎026－273－2610
☆休業期間の前後は大変混み合いますので、お早
めにお申込みください。

ひ
と

ひ
と
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　私
は
、
坂
城
中
学
校
の
整
美
委
員
長
を

務
め
て
い
ま
す
。
坂
城
中
学
校
で
は
、
清

掃
の
前
に
全
校
で
「
黙
想
」
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。
黙
想
の
時
間
は
委
員
長
と
し
て
、

全
校
が
清
掃
に
き
ち
ん
と
向
き
合
え
る
よ

う
な
放
送
を
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま

す
。　清

掃
を
好
き
な
人
は
な
か
な
か
い
な
い

と
思
い
ま
す
。
清
掃
の
時
間
に
な
る
と

「
嫌
だ
な
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、

私
は
少
し
残
念
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

「
中
学
校
」
と
い
う
名
の
社
会
の
中
で
生

活
し
て
い
く
た
め
に
は
、
人
の
た
め
に
行

動
す
る
こ
と
も
大
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
嫌
と
い
う
気
持
ち
を
変
え
る
こ
と
は

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
毎
日
の
黙
想

で
放
送
を
聞
く
こ
と
を
通
し
て
少
し
ず
つ

意
識
を
変
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　私
は
「
一
流
」
と
い
う
言
葉
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。
清
掃
の
あ
り
方
を
考
え
、

や
ら
さ
れ
る
清
掃
で
は
な
く
、
自
ら
や
る

清
掃
を
す
る
こ
と
が
今
年
の
坂
城
中
学
校

の
清
掃
の
目
標
で
す
。
自
ら
や
る
か
ら
こ

そ
、
「
一
流
」
の
清
掃
だ
と
言
え
る
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。

　清
掃
に
終
わ
り
も
正
解
も
な
い
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
自
分
が
満
足
し
た
時
点
で
清

掃
へ
の
意
欲
を
失
う
か
ら
で
す
。
毎
日
15

分
し
か
な
い
清
掃
で
、
ど
れ
だ
け
満
足
せ

ず
に
清
掃
を
行
な
え
る
か
、
そ
の
大
切
さ

を
こ
れ
か
ら
も
黙
想
の
放
送
で
全
校
生
徒

に
伝
え
て
い
か
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　全
校
の
清
掃
へ
の
意
識
を
高
め
、
「
一

流
の
清
掃
」
を
目
指
し
、
私
自
身
が
こ
れ

か
ら
も
終
わ
り
の
な
い
清
掃
と
向
き
合
っ

て
い
き
ま
す
。

食
育
・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
８
２―

２
５
５
９

坂城中学校３年２組　水出帆香

「清掃と向き合う」

14



水分補給のお茶、おむつ、おしりふき、お手ふき、
ティッシュ、着替え、ごみ袋、お弁当（希望者）

◇平　日　　　   午前９時～正午・午後２時～４時30分
◇第２・４土曜日　　午前９時～正午
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①粗大ごみ、家電６品目（有料）
②資源物のサンデーリサイクル
　（びん・缶・ペットボトル・プラ
スチック容器包装・紙類等）
③小型家電の無料回収

４日（日）、18 日（日） 午前８時 30 分～ 10 時
坂城町役場　北側駐車場

健　診

４か月児健康診査

７か月児健康相談

10か月児健康相談

１歳児健康相談

１歳６か月児健康診査

対　象　児

平成31年４月生

平成31年１月生

平成30年10月生

平成30年６月生～７月生

平成29年12月生～平成30年１月生

受　付　日　時

23日（金）午後１時

27日（火）午前９時

28日（水）午前９時

７日（水）午前９時

８日（木）午後１時

■平成30年６月分　189.94ｔ
■令和元年６月分　180.14ｔ

家庭から収集所へ出される量と
直接葛尾組合に出される量の合計

９日（金）、20日（火）
午前９時30分～正午
役場第４・５会議室（３階）

19日（月） 午前９時～正午
役場第５会議室（３階）

28日（水） 午前９時～午後４時
役場第３会議室（３階）

相談をご希望の場合は、20日（火）までに住民環境課
住民係【☎82-3111（内線122）直通75-6204】へお申
込みください。

７日・14日・21日・28日（すべて水曜日）
午後１時30分～４時
役場第５会議室（３階）

９日は弁護士、20日は司法書士による法律相談
です。相談をご希望の場合は、相談日の３日前
までに社会福祉協議会【☎82-2551】へ予約して
ください。

８月
４日（日）

11 日（日）

12 日（月）

14 日（水）
15 日（木）
16 日（金）
18 日（日）

25 日（日）

９月
１日（日）

もみのき内科クリニック
安川整形外科クリニック
たけい歯科クリニック
千曲中央病院
前山歯科医院
安里医院
中沢医院
竹内歯科医院

滝沢歯科医院
宮原歯科医院
林歯科医院
とぐらクリニック
坂口整形外科
榑沼歯科医院
千曲中央病院
宮原歯科医院

東信よしだ内科・リウマチ科
あんずの里クリニック
こみやま歯科医院

【千曲市寂蒔】
【千曲市屋代】
【千曲市鋳物師屋】
【千曲市杭瀬下】
【千曲市上徳間】
【千曲市内川】
【千曲市小島】
【千曲市稲荷山】

【千曲市粟佐】
【 網 掛 】
【千曲市上山田温泉】
【千曲市戸倉】
【千曲市屋代】
【千曲市内川】
【千曲市杭瀬下】
【 網 掛 】

【 上 五 明 】
【 千 曲 市 森 】
【千曲市力石】

☎(026)272-3610
☎(026)273-6611
☎(026)272-8000
☎(026)273-1212
☎(026)276-0282
☎(026)275-7800
☎(026)272-0131
☎(026)274-7050

☎(026)272-1132
☎82-8711
☎(026)275-1064
☎(026)275-0405
☎(026)273-8680
☎(026)261-5005
☎(026)273-1212
☎82-8711

☎81-1330
☎(026)272-1005
☎81-7011

診療時間　医科：午前９時～午後５時　歯科：午前９時～正午

※都合により変更になる場合がありますので、当番医を利用される
場合は、電話・新聞などでご確認ください。

実施場所：保健センター
☎82-3111（内線 511、512）直通 75-6230

心配ごと
法律相談

行政相談

年金相談

障がい者（児）
相 談

３日（土）
午前９時～正午
老人福祉センター夢の湯

社　協
結婚相談

お盆期間中【14日（水）～16日（金）】に内科関係の医療機関を受
診する場合は、各医療機関にご確認のうえ受診してください。
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※上記のほか、放送を行うことがあります。
※放送内容を「聞き逃した」「もう一度聞きたい」場合は、

自動応答電話サービス☎82－1070で確認できます。

朝：午前７時　昼：午後０時30分　夜：午後８時

昼：正午　帰宅：午後６時（８月）

◯町では、全戸・全事業所を対象に無償貸与により戸別受信機
の配布を行っています。防災行政無線（同報系）では屋外スピー
カーと戸別受信機のほか、様々な通信手段と連携することによ
り防災・行政情報を発信しますが、大規模な災害が起きた際
には、携帯電話やインターネットをはじめ、あらゆる通信手段
が使用できなくなる可能性があります。防災行政無線（同報系）
では、町専用の電波帯域を利用しているため、避難情報など
を確実に配信でき、町民の皆さんの生命を守る手段として大変
有効でありますので、戸別受信機の設置を推奨しています。
　戸別受信機を設置されていないご家庭や事業所で設置を希望さ
れる場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

◯電波受信状態などの影響により、戸別受信機から放送が流れな
い・流れなくなった・音が途切れる・雑音が入るなどの状況になっ
た場合には、アンテナを伸ばす・アンテナの位置や受信機本体
の場所を変えてみるなど、受信ができるようまずご自身でお試
しください。なお、電波の受信状態に影響を与える例としては、
受信機付近でＬＥＤ照明や家電製品を使用している場合など
があります。戸別受信機の設置場所を変更したい場合について
も、受信機の場所を移動させ、受信できるかどうか確認をお願
いします。
※ご自身で試しても受信ができない場合は、町から業者を手配し、
電波の受信状況を確認しますので、下記問い合わせ先までご連
絡ください。
※受信機に附属のアンテナで受信できない場合、屋外へのアンテ
ナ設置工事をご提案する場合があります。

◯戸別受信機には乾電池が内蔵されていますが、乾電池は停電
などの非常時に使用できるよう、普段は附属の AC アダプタで
コンセントから電源を取ってください。また、乾電池は残量があっ
ても、長期間使用すると液漏れする場合がありますので、１年
毎の交換を推奨します。（乾電池・電気代などの維持管理に係
る費用は自己負担となります。）

　各世帯・事業所に配布している戸別受信機は、無償貸与して
いるため、転出する場合は役場への返却が必要となります。また、
町内で他の自治区へ転居する場合は、戸別受信機の地区設定の
変更等が必要となるため、役場に一旦ご持参ください。設定変
更完了後に設置に伺います。
　このほかにも、変更の手続きが必要な場合がありますので、
戸別受信機をお持ちの方で、転出・転居する場合は、下記問い
合わせ先までご連絡ください。
　なお、一人世帯の方で、お亡くなりになった場合も役場へ返却
いただきますようお願いします。

◎問い合わせ先　企画政策課まち創生推進室
　　　　　　　　☎82－3111（内線 223）直通 75－6211

令和元年７月１日現在
※（　　）は前月比

世帯数：  6,218世帯（＋19）
人　口： 14,998人    （＋13）
　男　：  7,424人　（＋  4）
　女　：  7,574人　（＋  9）

件　数：　　  3件
累　計：　　23件　（－  8）
死　者：　　  0人
累　計：　　  0人　（－  1）
負傷者：　　  4人
累　計：　　33人　（－10）

令和元年６月中
※累計は１月から
　（　　）は前年比

町立図書館  ☎82－3371　開館時間：午前９時30分～午後６時

☆おはなし会　２階・集会室　
　１日（木）午後６時～「夕涼みおはなし会」
　６日（火）午前 10 時 30 分～「あかちゃんひろば」
☆点字・点訳講座　午後２時～　２階・集会室
　６日（火）、20日（火）　講師：山口静枝さん
☆夏休み自由研究サポート教室　講師：図書館司書ほか
　図書館司書が自由研究のお手伝いをします。カウ
ンターでご相談ください。

ようかいむらのじごくえんそく
（作・絵：たかいよしかず／国土社）
　くろくまくんシリーズでお馴染み
の絵本作家・たかいよしかずさんの
新しい「ようかいむら」シリーズで
す。「いったんもめん」や「ひとつ
めこぞう」が登場するあまり怖くな
い妖怪たちのお話です。
　図書館では、他にもオバケや妖怪
の絵本が揃ったコーナーを作ってい
ます。

が休館

土
３
10
17
24
31

金
２
９
16
23
30

水

７
14
21
28

木
１
８
15
22
29

日

４
11
18
25

月

５
12
19
26

火

６
13
20
27

８月は通常より30分早く、午前９時30分に開館しま
す。また、火～金曜日は午後７時まで開館しています。
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「広報さかき」へのご意見・ご要望を
お寄せください

登録をご希望の方は、ＱＲコードからアクセスするか次のメール
アドレスへ空メールを送信してください。　t-sakaki@sg-m.jp

■編集・発行　〒389-0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050
　　　　　　  坂城町役場企画政策課　☎ 0268-82-3111
　　　　　　  直通0268-75-6211　FAX 0268-82-8307
■印　  　刷　滝沢印刷合同会社
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埴科消防ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会

第２分団・第10分団ともに優勝！！

　
６
月
10
日（
月
）、重
要
無
形
文
化
財
総

合
指
定
保
持
者
で
観
世
流
の
能
楽
師
で
あ

り
、坂
城
町
特
命
大
使
の
松
木
千
俊
先
生

と
坂
城
松
謳
会
の
皆
さ
ん
に
よ
る
能
楽
教

室
が
町
内
３
小
学
校
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
教
室
は
、室
町
時
代
か
ら
続
く
日
本

の
古
典
芸
術
で
あ
る
能
楽
を
子
ど
も
た
ち

に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
で
平

成
24
年
か
ら
毎
年
開
か
れ
て
い
ま
す
。　

　
児
童
た
ち
は
、実
際
に
舞
台
で
使
用
さ

れ
て
い
る
能
の
面（
お
も
て
）を
か
け
た

り
、「
猩
（々
し
ょ
う
じ
ょ
う
）」と
い
う
曲

目
の
謡（
う
た
い
）を
練
習
し
た
り
し
て
能

の
世
界
を
体
験
し
ま
し
た
。ま
た
、子
ど

も
能
楽
教
室
に
通
う
児
童
の
仕
舞
や
松
木

先
生
の
仕
舞
も
間
近
で
鑑
賞
し
ま
し
た
。

▲第２分団（金井）

　
６
月
30
日（
日
）、千
曲
市
大
西
緑
地

公
園
で
、第
60
回
埴
科
消
防
ポ
ン
プ
操

法
大
会
及
び
第
14
回
埴
科
消
防
ラ
ッ

パ
吹
奏
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
操
法
大
会
に
は
、６
月
16
日

（
日
）に
坂
城
町
で
行
わ
れ
た
消
防
ポ

ン
プ
操
法
大
会【
下
記
参
照
】に
お
い

て
、ポ
ン
プ
車
の
部
で
優
勝
し
た
第
２

分
団
と
小
型
ポ
ン
プ
の
部
で
優
勝
し

た
第
10
分
団
が
、ラ
ッ
パ
吹
奏
大
会
に

は
ラ
ッ
パ
分
団
が
出
場
し
、千
曲
市
の

消
防
団（
千
曲
市
大
会
上
位
チ
ー
ム
）

と
競
技
を
行
い
ま
し
た
。

　
雨
が
降
り
続
く
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
で

し
た
が
、３
分
団
と
も
日
頃
の
訓
練
の

成
果
を
発
揮
し
、第
２
分
団
と
第
10
分

団
が
見
事
優
勝
し
、県
大
会
へ
の
切
符

を
手
に
入
れ
、ラ
ッ
パ
分
団
が
準
優
勝

と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、そ
れ
ぞ
れ
の
部
の
出
場
選
手

の
中
で
、指
揮
者
、番
員
ご
と
に
最
も

優
秀
な
成
績
を
収
め
た
方
が
個
人
表

彰
さ
れ
、第
２
分
団
の
三
井
佑
輔
さ
ん

（
１
番
員
）、飯
島
健
一
さ
ん（
２
番
員
）、

宮
島
秀
行
さ
ん（
３
番
員
）、伊
東
潤
さ

ん（
４
番
員
）、第
10
分
団
の
松
崎
和
也

さ
ん（
指
揮
者
）が
選
ば
れ
ま
し
た
。

【
ポ
ン
プ
車
操
法
の
部
】

優
　
勝
　
第
２
分
団（
金
井
）

準
優
勝
　
第
９
分
団

　
　
　
　（
網
掛
・
小
網
・
月
見
）

【
小
型
ポ
ン
プ
操
法
の
部
】

優
　
勝
　
第
10
分
団（
上
五
明
）

準
優
勝
　
第
11
分
団（
上
平
）

第
３
位
　
第
６
分
団

　
　
　
　（
南
日
名
・
北
日
名
・
和
平
）

町
大
会
結
果（
６
月
16
日
開
催
）

町の消防団は、火災発生時はもちろん、地域の安全を守るために
日々活動をしています。興味のある方は下記までご連絡ください。
◎連絡・問い合わせ先　☎82－3111（内線 124）　直通 75－6204

消防団員随時募集中！

日本の伝統文化を体験

▲第10分団（上五明）

▲ラッパ分団（本部付）

町内3小学校で能楽教室が行われました

し
ょ
う 

お
う   

か
い
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